
1 補助対象となる1人当たりの宿泊日数の上限はありますか。 山口県の補助上限は、1人当たり延べ5泊までです。連続5泊ではなく、期間中延べ5泊です。

2 補助金の予算総額はいくらですか？
山口県は約７千６百万円です。請求時に予算の上限を超えていた場合、補助金を受けられませ

ん。

3 子どもも補助対象となりますか？ なります。

4 途中で対象外の府県に宿泊した場合の補助適用はどのようになりますか。
例えば、1泊目山口県→2泊目対象外の県→3泊目福岡県の場合は、全ての宿泊が対象外となりま

す。

5 それぞれ宿泊した府県に対し、補助申請が必要ですか。

必要です。

なお、一方の府県で予算の上限を超えていた場合で、山口県の予算が残っていた場合は、山口県

からのみ補助金を受けることができます。

6 日帰りプラン（温泉と食事の組み合わせなど）は補助対象となりますか。 なりません。

7
基本の宿泊代金以外の飲食やお土産代、ゴルフパック、エステ代等も宿泊料金

の対象になりますか？
なります。

8 連泊で12月２日にチェックアウトする場合は、補助対象となりますか。

12月1日宿泊分12月2日チェックアウトは対象となりません。

また、期間内に山口県を含む合計2泊以上の連続した宿泊があることが条件です。例えば11月30

日に山口県、12月1日に福岡県に宿泊した場合は、２泊とも本事業の対象外となります。

9 旅行事業者からの宿泊手配分は補助対象となりますか。 なります。

10
「周遊旅行促進事業の旅行者自身が請求する方法」の対象商品について教えて

ください。

旅行会社が取り扱う旅行商品（店頭・新聞・WEB）や旅行サイトで販売する宿泊プラン、宿泊施

設が自社サイトで販売する宿泊プラン等、本事業が定める「対象となる内容」を満たしていれば

対象商品となります。

11 他の補助金・助成金等との併用は可能ですか？ 可能です。

12 ホテルの自社ポイントとの併用は可能ですか？
可能です。ポイント利用後の金額が宿泊料金となります。ポイント利用後の金額が4,000円以下

となる場合は、その金額が支援額の上限となります。

13 入湯税や消費税は宿泊料金の対象となりますか？ なりません。

14 外国人も補助対象となりますか？ なります。

15 宿泊証明書は、ホテルのものを使ってもよいですか。
同一の情報があれば宿泊施設独自の宿泊証明書を使用も可とします。宿泊予約日も記入してくだ

さい。

16 受注型企画旅行でも対象となりますか？ なります。

17 山口県に居住しています。居住県の宿泊も補助金の対象になりますか。 なります。

18 幼児が宿泊の場合、施設使用料や寝具代などは補助金の対象になりますか？ なります。

19 クレジットカードで支払った場合も対象になりますか。 なります。

20 宿泊証明書は、ホテルのものを使用してもいいですか。 宿泊施設独自の宿泊証明書をご利用いただけます。必ず宿泊予約日をご記入ください。

21
宿泊証明書の代表者名の印鑑はホテルの代表のものでないとでないとダメです

か？　担当者でも代用可能でしょうか？

社印もしくは代表印を基本としますが、止む得ない事情で捺印できない場合は担当者名（フル

ネーム）を記入の上、施設のゴム印と担当者印を捺印ください。

22 JR＋宿泊セットプランの場合、宿泊証明書の宿泊単価欄の記入は不要ですか？ 宿泊単価（円、税別）の記入は必要です。
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23

申請者名と振込口座名義は違っても大丈夫ですか。（例）旅費負担者は旅行に

参加せずに、両親に周遊割に該当する旅行をプレゼントした。この場合、申請

は両親名で行い、振込先は旅費負担者へ行う。

申請者名と振込先口座名義は同一としてください。また、ホテルの領収書も、申請者の名前で発

行してもらうようお願いします。


